
わからないことがありましたら、坂東市役所交通防災課（☎0297-21-2180）までお問い合わせください。

※緊急時に身を寄せる避難先は、市町村が指定する「指定緊急避難場所」や、安全な親戚・知人宅などさまざまです。 
    普段からどこに避難するかを決めておきましょう。
※「指定緊急避難場所」は、 災害の種類ごとに安全な場所が指定されています。（小中学校、 公民館など）
※災害が落ち着いた後に、自宅が被災し、帰宅できない場合には、しばらく避難生活を送るため、「指定避難所」 に
　行きましょう。
※坂東市総合防災マップでは、避難場所、避難所としています。

※緊急時に身を寄せる避難先は、市町村が指定する「指定緊急避難場所」や、安全な親戚・知人宅など様々です。 
    普段からどこに避難するかを決めておきましょう。
※「指定緊急避難場所」は、 災害の種類ごとに安全な場所が指定されています。（小中学校、 公民館など）
※災害が落ち着いた後に、自宅が被災し、帰宅できない場合には、しばらく避難生活を送るため、「指定避難所」 に
　行きましょう。
※坂東市総合防災マップでは、避難場所、避難所と表記しています。

避難時の新型コロナウイルス感染症への対策
※避難所の感染予防のための備品（マスク、消毒液など）にも限りがあることから、避難の際には持参をお願いします。
※避難所入所の際に、発熱・体調不良等心配の方は、避難所の市職員に伝えていただき、指示に従ってください。
※マスク着用により、熱中症のリスクが高まります。激しい運動は避け、のどが渇いていなくても、こまめに水分補給しましょう。

※緊急時に身を寄せる避難先は、市町村が指定する「指定緊急避難場所」や、安全な親戚・知人宅など様々です。 
普段からどこに避難するかを決めておきましょう。

※「指定緊急避難場所」は、 災害の種類ごとに安全な場所が指定されています。（小中学校、 公民館など）
※災害が落ち着いた後に、自宅が被災し、帰宅できない場合には、しばらく避難生活を送るため、「指定避難所」 に

行きましょう。
※坂東市総合防災マップでは、避難場所、避難所と表記しています。

■お問合せ　交通防災課　☎ 0297(21)2180
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